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３ 特別会計改革

④ 労働保険特別会計については、原則として純粋な保

険給付事業に限り本特別会計にて経理するものとし、

労働福祉事業及び雇用保険３事業については、廃止も

含め徹底的な見直しを行うものとする。また、失業給

付事業における国庫負担の在り方については、廃止を

含め検討するものとする。


